
（百万ｷﾛﾜｯﾄ時，％） （参考１）全社の需要実績 （百万ｷﾛﾜｯﾄ時，％）

　平成18年９月の販売電力量は、８億６千５百万ｷﾛﾜｯﾄ時、

前年比102.9％となった。

〔需要の内訳〕

○ 　家庭用などの「電灯」は、８月の気温が前年に比べ高め

に推移したことによる冷房需要の増加などから、前年比

107.0％となった。

　

（参考２）販売電力量の前年比の推移

○ 　事務所ビル・大型商店などの「業務用電力」は、９月の （百万ｷﾛﾜｯﾄ時，％）

気温が前年に比べ低めに推移したことによる冷房需要の

減少などから、前年比95.9％となった。

　

○ 　産業用の「大口電力」は、紙・パルプ、化学などが前年を

上回ったことから、前年比107.1％となった。

（参考３）松山市の平均気温 （℃）

（百万ｷﾛﾜｯﾄ時，％） （参考４）全社の供給実績 （百万ｷﾛﾜｯﾄ時，％）

・　原子力は、前年の定検の反動により、前年比130.6％

となった。

・　水力は、豊水の影響により、前年比172.1％となった。 1,226 67.8
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平成１８年９月分　愛媛県の電力需給状況

平成18年 10月26日
四国電力株式会社
松 山 支 店
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　電灯等の低圧需要の検針期間は、前月(８月)の検針日～当月(９月)
の検針日の前日までの１ヵ月間である。
　業務用・大口等の高圧・特高需要の検針期間は、当月(９月)の１日
～月末までの１ヵ月間である。


